
福島県のBIM/CIMの状況と課題について

令和5年度 福島県土木部デジタル技術活用人材育成講習会【業務委託編】

R5.11.8 

R5.11.21 福島県技術管理課≪本日の内容≫

１．デジタル技術の概要

2．インフラ分野のＤＸの動向と県の取組

3．ＢＩＭ／ＣＩＭの取組

4．課題・まとめ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●本日は「福島県のＢＩＭ／ＣＩＭの状況と課題について」をお話ししますが、その前に、「ＩＣＴの概要」、「インフラ分野のＤＸの動向と県の取組」を少しお話し、「県のＢＩＭ／ＣＩＭ取組状況」「課題・まとめ」と進めていきます。



講義の概要

講義の目的

福島県土木部が実施するＢＩＭ／ＣＩＭやデジタル技術等に関
する取組の現状や制度を学び必要な知識を習得する

１ デジタル技術、ＢＩＭ／ＣＩＭの概要を理解する

２ BIM/CIMの普及拡大にむけた取組について理解する

３ 自分の現場、業務に活用出来るかを検討する

講義のポイント

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●本日の講義の目的とポイントです。●目的としては、●ポイントは３つで、



１．デジタル技術の概要
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●では、まずそもそもICT、デジタル技術とはなんなのか。●なぜそのような取組を進める必要があるのかについて、説明いたします。



ＩＣＴとは

「Information and Communication Technology」

（インフォメーション・アンド・

コミュニケーション・テクノロジー）の略

意味 → 「情報通信技術」

I-Constructionとは

ICTの全面的な活用を建設現場に導入することで、

建設生産システム全体の生産性向上を図り、

魅力ある建設現場を目指す取組

１ ICTの概要
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●ICTとは、書いてあるとおり・・・の略で、意味は情報通信技術を示しています。●このICTを建設現場に導入し、建設生産システム全体の生産性向上を図り、魅力ある建設現場を目指す取組のことを、「i-Construction」と言っています。



１ ICTの概要
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●このグラフは、建設業就業者の推移と、建設業就業者の年齢の割合を示しています。●建設業就業者数は、全国で平成９年度をピークに、令和４年度まで減少し、県内においても、平成７年度の１３万人をピークに、令和２年度は１０万人（国勢調査）に減少しております。●また、建設業就業者は５５歳以上が３５．９％、２９歳以下が１１．７％と高齢化が進行し、全産業と比べてもこの高齢化が課題になっていることが、わかると思います。



１ ICTの概要
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●また、建設産業における働き方の現状として、年間の総実労働時間については、全産業と比べて９０時間長く、２０年ほど前と比べて、時間減少幅も小さい状況です。●他産業では当たり前となっている完全週休２日も確保ができていないという状況が続いております。



１ ICTの概要
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●年齢階層別の建設技能者数を詳細に見てみると、６０歳以上の技能者は全体の４分の１を占めており、これからの建設業を支える２９歳以下の割合は全体の約１２％程度となっています。●この状況から今後、持続的な社会資本の整備や維持管理が困難になることが懸念されるため、担い手を確保する取組が必要あり、そのためにも一人あたりの生産性を向上させ、工事現場の作業効率向上の必要があります。これがICTを進めなければならない理由です。



１ ICTの概要

出典：国土交通省
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●2016年の国の会議の中で、２０２５年度までに建設現場の生産性２割向上を目指す方針が示されました。●働く人はどんどん減っている中で、仕事量は変わらず、もしくは増加している状況です。●更に、働き方改革が促進されている中で、労働時間上限規制等なかなか残業はできなくなってきています。●一人一人の仕事量が増加し、質が求められています。●そこで、ＩＣＴ技術を活用することで、生産性・効率性が図れるようになります。●勘違いしている人が多いですがＩＣＴ技術を使えば、必ずしも生産性・効率性があがるとはいえませんので注意してください。●例えば、ＩＣＴ建機を使えば、誰でも（経験年数が浅い技術者）同じ仕上がり面に施工することができます。しかし、掘削した土砂は搬出しないといけませんので、置く場所のことを考えなければならないです。それでは、生産性はあがりません。●ベテランの方など、現場を分かっている人がＩＣＴ技術を利用することで生産性・効率性はぐーんとあがります。●このICT技術をうまく活用することで、建設産業の目指すべきものの実現を図っていきたいと思っております。●その目指すべきものというのは・・・



１ ICTの概要

出典：国土交通省

・一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善

・建設現場に携わる人の賃金の水準の向上を図るなど、

魅力ある建設現場へ

・建設現場での死亡事故ゼロに

・「きつい、危険、きたない」から「給与、休暇、希望」

を目指して

○目指すべきものについて

新３Ｋ
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●一人一人の生産性を向上させ、・・・●土木・建設と聞くと何を思い浮かべるかは人それぞれだとは思いますが、「自然環境破壊」であったり、「談合」にイメージされる何となく胡散臭いものであったり、土と泥にまみれる現場であったり、交通渋滞を招く道路工事であったりと、何となく暗く、重々しいイメージがつきまとっています。●もちろん、そういう一面が全く無い訳ではありませんが、土木は我々の生活になくてはならないものです。●例えば、自分の生活を振り返ってみると、①朝起きて水を飲んで、②ガスを使って食事を作って、③道路や鉄道を使って出勤をします。●ありとあらゆる場面で、土木事業で出来たものを使って生活をしています。●土木の良い面があまり意識されない理由としては、土木事業で出きたものは、特に意識することなく日常に溶け込んでいるせいなのかなと思います。●このように、ICTとは建設産業の中で生産性を向上させるために必要であり、従来の工法からの脱却を図るために不可欠なものなのです。



2．インフラ分野のＤＸの動向と県の取組
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＝国土交通省の動き＝

令和２年 ７月 「国土交通省インフラ分野のＤＸ推進本部」の立ち上げ

令和２年１０月 第２回推進本部会議

令和３年 １月 第３回推進本部会議
→インフラ分野のＤＸ施策が公表

令和３年１１月 第４回推進本部会議

令和４年 ３月 第５回推進本部会議
→インフラ分野のアクションプランの公表

令和４年 ８月 第６回推進本部会議

２－１．インフラ分野のＤＸの動向と県の取組

新型コロナウィルスをきっかけとして社会変容が求められた・・・
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●新型コロナウイルス感染症がきっかけで、公共工事の現場において非接触・リモート型の働き方に転換するなど、感染症リスクにおいても強靱な経済構造の構築を加速することが喫緊の課題。●こうした状況を踏まえ、社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野においてもデータとデジタル技術を活用し、国民のニーズを基に社会資本や公共サービスを変革することが求められています。●国に動きですが、６回の推進本部を開催しておりまして、ＤＸ施策やアクションプランの公表を行っています。



令和３年２月 インフラ分野のＤＸ施策が公表 https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000073.html

２－２．インフラ分野のＤＸの動向と県の取組

３
つ
の
柱
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●令和３年２月にインフラ分野のＤＸ施策が公表となりました。●ＤＸの３つの柱「行動のＤＸ」「知識・経験のＤＸ」「モノのＤＸ」があり、インフラの国民理解の促進と安全・安心で豊かな生活を実現していくものです。

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000073.html


２－３．インフラ分野のＤＸの動向と県の取組

○個別施策数＝８６
○今後の展開：試行→要領等の策定→実装（国）→実装（地方自治体）

令和４年３月 インフラ分野のＤＸアクションプランが公表
令和５年８月 インフラ分野のDXアクションプラン2が公表

一部抜粋
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●令和４年３月にインフラ分野のＤＸアクションプランが公表となりました。●インフラ分野でのＤＸ推進のための取組と、実現するため２０２５年までの具体的な工程を示すものです。●一部抜粋でありますが「ＢＩＭ／ＣＩＭ活用による建設生産システムの効率化・高度化」などの、スケジュールも公表されました。



２－３．インフラ分野のＤＸの動向と県の取組

■情報共有システム(R4活用率:土木 55% 建築 38%) R5目標活用率：全体で70%

■遠隔臨場(R4活用:295現場) R5目標実施率:17%

○工事関係書類の処理（作成、提出、確認、決裁）を
民間サービスのシステムを活用し、ＷＥＢ上でやりとりするもの
（改めて紙に印刷しての提出は不要！）

○令和４年度より、業務委託（測量・設計・調査）での活用を開始

○どの民間サービスを使用するかは受発注者協議により決定する

○受注者側の書類提出にかかる移動時間を大幅にカット！

○HP：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/asp.html ●遠隔臨場

ウェアラブル
カメラ

タブレット等

【工事現場】

●情報共有システム（書類の電子化）

・ＰＣ
・タブレット

上司 監督員
【発注者】

民間サービスを活
用し、工事関係書
類を電子化、
web上で提出

民間サービスを
活用し確認検査等を
遠隔でリアルタイム
に実施

＝期待される効果＝
○紙書類から電子書類へ（ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ）
○書類提出、現場確認検査の移動時間削減
○立会検査の待ち時間の削減
○書類整理が容易に（電子納品）
○ＩＣＴ活用工事との組み合わせで
更なる生産性向上！

○遠隔臨場は、工事だけでなく、地質調査の
検尺にも活用可

＝活用イメージ＝

○民間サービスやＷｅｂ会議システムを活用し、監督員立会検査を
実施するもの（記録保存不要 臨場として扱う）

○Ｒ２．１０．１より施行

○使用する機器は、｢建設現場等の遠隔臨場に関する試行要領
（技術管理課）｣に規定する仕様を満たす必要があります
※Zoom等のテレビ会議アプリの使用が可能

○遠隔臨場を行う検査項目は、施工計画書に記載する

○受注者側の立会検査時の待ち時間削減、発注者側の移動時間を削減！

○HP：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/enkakurinjo.html
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●福島県では、生産性向上を図るため、情報共有システムと遠隔臨場にも取り組んでいます。●情報共有システムは、令和４年度から．業務委託（測量・設計・調査）でも活用できるよう要領を改正したところです。また、今年度もすべての工事で原則利用としていますが、実施率は６０％前後となっておりますので、積極的な活用をお願いします。●現場が近いとはいえ、移動には事故等のリスクも大いにあることから、情報共有システムを利用し、省力化・省エネ化を図っていただきたいです。●遠隔臨場についても、受注者側の立会検査時の待ち時間軽減、そして発注者側の移動時間を削減できることから、受発注者ともにメリットがありますので、一現場一回は実施してみる等実践をお願いいたします。●福島県におけるＤＸの取組を紹介します。●まずは「情報共有システム（ＡＳＰ）」の活用です。　工事現場が監督職員の在駐する庁舎から遠い場合、現場代理人は監督職員へ工事帳票を提出するために何時間もかけて移動する必要がありますが、情報共有システムを利用すると現場代理人はインターネット経由で工事帳票を瞬時にいつでも提出することが可能になります。●次に「遠隔臨場」の活用です。　現場の段階確認をする際、今までは現場に行き確認していましたが、web会議システム等を利用することで、離れた場所からでも確認が可能になります。●最後は「ＢＩＭ／ＣＩＭ等」の活用です。　２次元の紙図面から、３次元モデルを利活用し生産性を向上させる取組です。

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/enkakurinjo.html


２－３．インフラ分野のＤＸの動向と県の取組

【福島県における主な取り組み】

平面線形
（平面図）

縦断線形
（縦断図）

横断形状
（横断図）

【２次元設計図 → ３次元設計図、３次元モデルに変革！】
３次元図面 ３次元

モデル

３次元
モデル

２次元図面 ＜主な効果＞
○意思決定、合意形成の迅速化！
○設計ミスや手戻りの防止！
○数量算出が容易に！

■BIM/CIM等の活用
○BIM/CIM 実績： ３件（道路、砂防の予備設計にて実施）

Ｒ４：１１件（効果が認められる箇所で積極的に活用）

○R3.4.1より以下の実施要領を施行
・BIM/CIM活用業務実施要領

・土工の３次元設計業務実施要領

・３次元点群測量業務実施要領
※R3.4.1時点で継続中の業務にも適用可
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●福島県におけるＤＸの取組を紹介します。●まずは「情報共有システム（ＡＳＰ）」の活用です。　工事現場が監督職員の在駐する庁舎から遠い場合、現場代理人は監督職員へ工事帳票を提出するために何時間もかけて移動する必要がありますが、情報共有システムを利用すると現場代理人はインターネット経由で工事帳票を瞬時にいつでも提出することが可能になります。●次に「遠隔臨場」の活用です。　現場の段階確認をする際、今までは現場に行き確認していましたが、web会議システム等を利用することで、離れた場所からでも確認が可能になります。●最後は「ＢＩＭ／ＣＩＭ等」の活用です。　２次元の紙図面から、３次元モデルを利活用し生産性を向上させる取組です。　



５ ＢＩＭ／ＣＩＭの取組

•３．BIM/CIMの取組
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●それでは、ここからは事業説明等での活用を見込んでいるBIM/CIMについて説明していきます。



出典：国土交通省

ＢＩＭ／ＣＩＭとは

３ BIM/CIMの取組
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●BIM/CIMとはここに書いてあるとおり、構造物に関する情報もモデルを構築すること。そして、構築したBIM/CIMモデルの情報を管理・活用することを指しています。



出典：国土交通省

３ BIM/CIMの取組
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●調査・測量・設計、施工の着手前と完成時、そして維持・管理の各段階でBIM/CIMモデルを作成し、活用することで、構造物イメージの明確化・工事手戻りの削減・リアルタイム変状監視等様々な効果を生み出し、より楽により簡単に業務が行えるようになることを期待しております。



実施件数
／年度

令和４年度

（実績値） １１件

２．ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務（実績）

・令和５年度は、大規模構造物の「全ての詳細設計」で原則適用
大規模構造物は、BIM/CIMを用いることによって設計業務～工事プロセスの効率化の効果が大きいことから、

R５原則適用としています。

・令和７年度は、大規模構造物の「全ての詳細設計・工事」で原則適用

大規模構造物

・令和７年度は、大規模構造物以外の「全ての詳細設計」で原則適用
・令和９年度は、大規模構造物以外の「全ての詳細設計・工事」で原則適用

それ以外（小規模構造物を除く）

※大規模構造物＝トンネル、橋梁上下部（橋長５０ｍ以上）、シェット上下部等

１．実施方針

３ BIM/CIMの取組
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・令和４年度は主に地元への事業説明に活用する目的で、３Ｄモデル作成の業務を実施

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●今年度このBIM/CIM活用業務の目標として16件を掲げており、各建設事務所管内で２件以上実施をお願いしております。●また、今年度から大規模構造物の全ての詳細設計で原則適用としており、令和７年度からは大規模構造物の工事でも原則適用することとしています。●そのためにも昨年度から実施しているBIM/CIM活用業務が必要となっているのですが、予算の制約や対応できる受注者が少ないことから、まだまだ伸びていない状況があります。



１．BIM/CIM実施方針（１）
１．福島県BIM/CIM（土木）の進め方
項目＼ステップ ステップ１ ステップ２ ステップ３

用 途 対外説明等（概略・予備設計段階） 詳細設計 工 事

活用目的
・住民説明会
・関係機関協議
・ルート、設計比較選定 等

・設計の可視化（全体＋細部）と検討
・仮設工法の妥当性検討、施工計画検討
・数量の自動算出（属性情報の付与）
・３次元設計図面の作成（ICT活用工事で活用）等

・施工管理（Co打設計画と管理）
・施工計画（工程干渉や安全管理）
・ICT建機とのデータ連携
・３D設計ﾃﾞｰﾀを活用した施工管理等

活用イメージ

３次元モデルの詳
細度

・モデル詳細度２００～３００
※詳細は国交省CIM導入ガイドライン各編を参照 ・モデル詳細度２００～４００ ・モデル詳細度３００～４００

効果（共通） ・B I M / C I M モ デ ル に よ る 関 係 者 間 の 情 報 共 有
・合 意 形 成 、 意 思 決 定 の 迅 速 化

効果（個別） ・住民の理解度向上、地域合意形成の迅速化
・関係機関との協議円滑化
・ルート等比較検討の精度向上 等

・設計ミス防止や干渉チェックの不整合防止
・施工段階での手戻り防止
・数量算出が容易に（発注者負担軽減） 等

・安全性向上
・関係機関との協議円滑化
・施工性向上（工程短縮） 等

地図情報レベルと
図面縮尺

・１：５００～１：２５，０００程度
※詳細は国交省CIM導入ガイドライン各編を参照
※背景地図（写真）は、国土地理院よりDL可能

・１：１００～１：１,０００程度 ・１：１００～１：５００程度

実施計画 令和２年度～
（R２：３件程度、R３～効果が見込める箇所へ積極活用）

令和５年度～
（大規模構造物を主な対象として、原則適用化。令和７年度以降、全ての設計への原則適用化を図る。）

●数量の自動算出 ●施工計画の検討（活用）●交通規制の検討（活用）
●２次元図面での説明会 → 説明会に３Dモデルを活用

●鉄筋干渉の確認

●維持管理動線の確認 ●モデル詳細度300（例）
●ICT建機による施工

●モデル詳細度200（例）
●モデル
詳細度
400(例)

道路 橋梁 河川 砂防
道路 橋梁 砂防

３D
図
面
等
を
用
い
た
維
持
管
理
へ
の
展
開

橋
梁

道路

３ BIM/CIMの取組
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●大きく３つのステップに区別しています。●ステップ１は、２次元の紙図面を３次元化にしイメージしやくしましょう。●ステップ２は、設計の可視することで、鉄筋の干渉、支持層への根入れ状況の照査等が実施できるようになります。●ステップ３は、結成段階で作成された３次元モデルを用いて施工場面毎に表現することで、施工手順や変更案との比較。工事の進捗状況等をわかりやすく「見える化」することができ、施工手順の確認や工程管理が効率化される。●BIM/CIMモデルにより、関係者間の情報共有が図られ、合意形成・意思決定の迅速化が進むと考えられており、この福島県BIM/CIMの進め方にもあるとおり、対外説明、詳細設計、工事、そして３D図面等を用いた維持管理への展開を見込んでおります。●令和３年度に技術管理課からの通知の中にあったステップ図なのですが、現状はこのとおりに進んでいないと思っているため、そこの課題に対して何かしらの支援を実施しなければならないと考えています。



※大規模構造物＝トンネル、橋梁上下部（橋長５０ｍ以上）、シェット上下部等

２．BIM/CIM（土木）原則適用・拡大の進め方（案）

１．BIM/CIM実施方針（２）

＝原則適用・拡大の留意事項＝

・大規模構造物は、BIM/CIMを用いることによって設計業務～工事プロセスの効率化の効果が大きいことから、R５原則適用としたもの。

・大規模構造物以外の設計業務の実施にあたっては、３次元のモデルを作成することにより、関係者間の情報共有の円滑化や、合意形成、
意思決定の迅速化等の有用性が認められる設計業務において実施するものである。（全ての詳細設計業務で実施することではない）

・BIM/CIMの設計業務、工事への活用の有用性を受発注者間に浸透させるため、R4からR6までの間はモデル業務を選定のうえ実施していく。

・有用性の浸透に加え、受発注者間の活用レベルの向上を踏まえ、R7以降は全ての詳細設計・工事で原則適用していく。

＝留意事項＝
・実施にあたっては、３次元のモデルを作成することにより、関係者間の情報共有の円滑化や、合意形成、意思決定の迅速化等の有用性が
認められる設計業務において実施するものである。（全ての詳細設計業務で実施することではない）

・構造物：配置比較検討、構造形式検討、景観検討、添架物等の配置計画検討

３ BIM/CIMの取組
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

＜実施対象１＞
・大規模構造物※

＜実施対象２＞
・それ以外(小規模除く）

・実施事項 実施要領策定
モデル業務の
選定

モデル業務の
実施・選定

モデル業務の
実施・選定

モデル業務の
実施

BIM/CIM
【県】

一般化されたことにより、モデル業務の選定は行わない

全ての詳細設計で原則適用
(R3以降の詳細設計に係る工事で適用)

全ての詳細設計・工事で原則適用

全ての詳細設計で原則適用
(R3以降の詳細設計にかかる工事で適用)

全ての詳細設計・工事で原則適用

項目

有用性が認められる設計業務において実施

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●BIM/CIMの原則適用・拡大の進め方を記載しております。先ほども説明したとおり令和5年度からは大規模構造物の詳細設計で原則適用であり、さらにBIM/CIM実施件数を１６件としております。来年度はこの件数を２４件とする予定で、令和７年度からは目標を設定せず、一般化されること想定しております。●機会があれば、技術管理課から各建設事務所へ配布した高性能パソコンにて、BIM/CIMモデルをいじってみて下さい。本日午後の講義でも、操作研修を予定しているので、そこで触れBIM/CIMを実感してみてください。



プロセス 概 要 課 題 説 明 効 果

測量

地表の形状を地面に
測量機器を設
置・撤去させなが
ら測定

２
次
元
の
紙
の
図
面
で
の
作
業
（打
合
せ
、
指
示
、
記
録
等
）

• 地面に測量機器を設置・撤去
させながら測定を行うため重
労働

生
産
性
や
他
の
業
種
に
比
し
て
低
水
準

ドローン（レーザース
キャナ）や準天頂衛星シ
ステム（みちびき）を活
用し、効率化、高密度化
し面的に３次元で測量

３
次
元
図
面
や
３
次
元
モ
デ
ル
に
よ
る
情
報
共
有

• 短時間で作業が終了

合
意
形
成
・
意
思
決
定
の
迅
速
化

地質
調査

地中の状況を過去
の資料を基にした
り部分的に掘削し
て図面化

• 地質調査地点選定に苦慮
• 断面の地質作成に多くの時間
が必要

BIM/CIMモデルによる可
視化、新技術導入により
高品質化・効率化

• 的確に構造物の建設場所を
選定

計画
・

設計

構造物を建設する
場所及び構造物の
そのものの形状等
を検討・決定（検
討・決定に際して
は図面を利用）

• 部材又は構造物の干渉の確認
を図面の重合せやイメージ化
により行うため多くの時間や
熟練が必要

• 部材や材料の数量算出に多く
の時間が必要

BIM/CIMモデルによる可
視化と手戻り防止、4D
（時間）、SD（コスト）
による施工計画作成の効
率化

• 設計ミス及び手戻りの根絶
• 比較・概略検討を多角的に行う
ことによるコスト・工期面の最
適化

施工
構造物を建設（建
設会社と図面を通
して契約）

• 労働災害の多発
• 部材や材料の数量算出に多く
の時間が必要

• 施工計画作成に多くの時間や
熟練が必要

• 部材又は構造物の干渉の確認
を図面の重合せやイメージ化
により行うため多くの時間や
熟練が必要

ICT施工の工種拡大、
BIM/CIMモデルに基づく
施工、デジタルデータ
活用による新技術の
導入拡大

• 適時的確な設計変更
• 施工性の向上による工期短縮
• 情報化施工とのデータ連携
• 工事現場の安全性向上

維持
管理

構造物が役割を果
たすよう点検・記
録（紙への記入が
多い）し、修繕等
を実施

• 施工時の資料等の散逸により
不具合発生時の原因追求や困
難化

• 完成後に点検や補修が不可能
な箇所が発生

ロボットやセンサーに
よる管理状況のデジタル
データ化、3次元点検
データによる可視化

• 的確な維持管理
• 不具合発生時の的確な対応

これまでの建設生産・管理システム 将来の建設生産・管理システム

ＤＸによる業務変革は、建設生産・管理システムに変化をもたらす！

３ BIM/CIMの取組
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●本日説明してきたICTやBIM/CIM等の新技術をまとめて建設DXと広義で総称しておりますが、そのDX（デジタルトランスフォーメーション）による業務変革は、今までの建設生産・管理システムに大きな変化をもたらします。●冒頭にも説明したとおり、人が少なくなっている建設業を維持していくためにも、食わず嫌いをせずこの建設DXを実施せざるを得ないところまできているのだと感じています。



４．まとめ

22

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●最後にICT活用工事やBIM/CIM以外の建設DXの取組を説明して終わりといたします。



≪講義のまとめ≫

○３Dモデル（BIM/CIM）は円滑な事業を進めるための新たな便利ツール！

〇簡単なところから着手して、３Dモデルの有効性を実感しましょう！

〇３Dモデルを使って、受発注者間の協議や対外説明の労力を減らしましょう！

〇それが事業関係者の生産性向上、働き方改革に繋がります！

○BIM/CIM・３次元設計データ・３次元測量は、いずれ測量設計業務で標準的に

使用されていくものとなります！

〇業務上の課題を明らかにするためにも、積極的かつ継続的な活用が必要です！

４． 課題・まとめ

23

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●課題とまとめになります。●今日の講習会を聞き、明日からＢＩＭ／ＣＩＭを使いましょうと言いたいところですが、まずは、下地を固めることが大事だと思います。いつかは標準的に使用されていくものです。●いまの内から興味を持つことや簡単なことからスタートやでしていただければと思います。



ご清聴ありがとうございました
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